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規   則 

新潟県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第４号 

新潟県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟県営住宅条例施行規則（昭和40年新潟県規則第38号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 

（入居の申込み） 

第３条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、知事が行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号利

用法」という｡)第９条第２項の規定に基づく条例

の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容

を含む特定個人情報（番号利用法第２条第９項に

規定する特定個人情報をいう。以下同じ｡)を利用

することができるとき、又は番号利用法第22条第

１項の規定により当該書類と同一の内容を含む特

定個人情報の提供を受けることができるときは、

当該内容が記載された書類の添付を省略すること

ができる。この場合において、前項第３号に掲げ

る書類の添付を省略するときは、別記第４号様式

による同意書を添付しなければならない。 

４ （略） 

（入居の申込み） 

第３条 （略） 

２ （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、知事が行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号利

用法」という｡)第９条第２項の規定に基づく条例

の規定により前項各号に掲げる書類と同一の内容

を含む特定個人情報（番号利用法第２条第８項に

規定する特定個人情報をいう。以下同じ｡)を利用

することができるとき、又は番号利用法第22条第

１項の規定により当該書類と同一の内容を含む特

定個人情報の提供を受けることができるときは、

当該内容が記載された書類の添付を省略すること

ができる。この場合において、前項第３号に掲げ

る書類の添付を省略するときは、別記第４号様式

による同意書を添付しなければならない。 

４ （略） 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

告   示 

◎新潟県告示第234号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による

ものとされた生活保護法第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名     称 所  在  地 指 定 年 月 日 

しなの薬局 上条店 長岡市旭岡１丁目29番地 令和７年１月１日 
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ムラヤマ皮フ科 三条市荒町２丁目１番21号 令和７年２月１日 

みなみ調剤薬局 荒町店 三条市荒町２丁目１－22 令和７年２月１日 

しなの薬局 三条店 三条市大野畑６番18－６号 令和７年１月１日 

しなの薬局 塚野目店 三条市塚野目４－19－17 令和７年１月１日 

しなの薬局 坂町店 村上市下鍜冶屋字長面592－１ 令和７年１月１日 

 

◎新潟県告示第235号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に

おいてその例によるものとされた生活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定医療機関から次のとおり

廃止した旨の届出があった。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名     称 所  在  地 廃 止 年 月 日 

神保歯科医院 長岡市大島新町１丁目甲1494番地 令和６年11月30日 

しなの薬局上条店 長岡市旭岡１丁目29番地 令和６年12月31日 

中央調剤薬局春日野店 上越市春日野２丁目４番41号 令和６年12月１日 

しなの薬局 三条店 三条市大野畑６番18－６号 令和６年12月31日 

しなの薬局 塚野目店 三条市塚野目４－19－17 令和６年12月31日 

石黒歯科医院 柏崎市長峰町20番51号 令和６年12月31日 

こばやし歯科医院 新発田市五十公野7096 令和７年１月８日 

みわ調剤薬局 見附市本町１丁目５番21号 令和６年12月28日 

共栄堂薬局みつけ店 見附市学校町２丁目15番23号 令和７年１月８日 

しなの薬局 坂町店 村上市下鍛冶屋字長面592－１ 令和６年12月31日 

しろの歯科医院 佐渡市新穂92 令和７年１月14日 

本町歯科クリニック 南魚沼市浦佐330番３ 令和４年７月１日 

 

◎新潟県告示第236号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に

おいてその例によるものとされた生活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定医療機関から次のとおり
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休止した旨の届出があった。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名     称 所  在  地 休 止 年 月 日 

二王子温泉クリニック 新発田市虎丸452番地 令和７年１月１日 

 

◎新潟県告示第237号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定に

より、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定した。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
指定年月日 

MED AGRI CLINICじょうえつ 
上越市三和区宮崎新田131番地

１ 
精神通院医療 令和７年３月１日 

オレンジ調剤薬局 燕市白山町２丁目3642番地４ 精神通院医療 令和７年３月１日 

 

◎新潟県告示第238号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第60条第１項の規定に

より、指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定を次のとおり更新した。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
指定年月日 

学校法人北都健勝学園新潟リ

ハビリテーションクリニック 
村上市上の山２番16号 精神通院医療 令和７年３月１日 

佐野医院 村上市坂町3262－７ 精神通院医療 令和７年３月１日 

アイン薬局瀬波店 村上市瀬波中町12番24号 精神通院医療 令和７年３月１日 

大手薬局新保店 長岡市新保６－80 精神通院医療 令和７年３月１日 

大手薬局緑町店 長岡市緑町１丁目甲1177－15 精神通院医療 令和７年３月１日 

大手薬局柏崎店 柏崎市扇町３－82 精神通院医療 令和７年３月１日 

大手薬局石内店 長岡市石内１－１－28 精神通院医療 令和７年３月１日 

さくら薬局 長岡市泉２－４－５ 精神通院医療 令和７年３月１日 
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◎新潟県告示第239号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第63

条の規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）から次のとおり廃止した旨の届出があった。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
廃止年月日 

にわさき薬局 見附市学校町１－８－33 精神通院医療 令和５年４月１日 

スズキ薬局 
十日町市本町２丁目６番地

４ 
精神通院医療 令和６年９月１日 

共栄堂薬局 みつけ店 
見附市学校町２丁目15番23

号 
精神通院医療 令和７年１月８日 

共創未来 吉田北薬局 燕市吉田大保町28－33 精神通院医療 令和７年２月１日 

 

◎新潟県告示第240号 

トリム薬局新発田店 新発田市本町１－14－２ 精神通院医療 令和７年３月１日 

ファーマライズ薬局十日町店 
十日町市春日町２丁目108番

地 
精神通院医療 令和７年３月１日 

トリム薬局春日新田店 上越市春日新田１－20－30 精神通院医療 令和７年３月１日 

トリム薬局新井店 妙高市田町２－３－21 精神通院医療 令和７年３月１日 

トリム薬局新発田西店 新発田市佐々木175 精神通院医療 令和７年３月１日 

ファーマライズ薬局三条店 三条市大野畑６－18－５ 精神通院医療 令和７年３月１日 

千刈薬局 加茂市千刈１－50－21 精神通院医療 令和７年３月１日 

南魚沼センター薬局 南魚沼市六日町2634－４ 精神通院医療 令和７年３月１日 

トリム薬局湯沢店 
湯沢町神立25－６パステルハ

イツ１Ｆ 
精神通院医療 令和７年３月１日 

さど訪問看護ステーション 
佐渡市千種145番地１佐渡調

剤薬局ビル２階 
精神通院医療 令和７年３月１日 

訪問看護ステーションむらかみ 村上市緑町５－８－１ 精神通院医療 令和７年３月１日 

長岡中央訪問看護ステーション 長岡市川崎町2041 精神通院医療 令和７年３月１日 
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）第64

条の規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）から次のとおり辞退する旨の届出があった。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
辞退年月日 

医療法人社団かわさき内科クリニ

ック 
長岡市川崎２－2477－１ 精神通院医療 令和７年４月１日 

ひまわり薬局 小千谷市城内４－１－55 精神通院医療 令和７年４月１日 

 

◎新潟県告示第241号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

よる指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定した。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

障害福祉 

サービスの種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 

就労継続支援Ｂ

型 
にじのそら 十日町市尾崎74－１ 株式会社Solve Work 

令和７年

２月１日 

短期入所 らくら亭 
見附市今町１丁目19－

10 

一般社団法人燦々七

拍子 

令和７年

２月１日 

 

◎新潟県告示第242号 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定による指定障害児通所支援事業者を次のとお

り指定した。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

障害児通所支援 

の種類 
事業所の名称 所在地 事業者 

指定 

年月日 

児童発達支援 

まーち 
上越市本町３丁目２番

22号 

ドリームアカンパニー合同会

社 

令和７年

２月１日 
放課後等デイサー

ビス 

 

◎新潟県告示第243号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり新潟県立万代島美術館の観覧

料の徴収事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 委託した事務 

 「junaida展「IMAGINARIUM｣｣前売観覧券の観覧料の徴収に関する事務 

２ 前売観覧券販売期間 

  令和７年４月１日から令和７年４月18日まで 

３ 前売観覧券の販売場所及び委託を受けた者 

販売場所 委託を受けた者 

新潟市中央区新光町４番地１ 新潟県庁内 

新潟県職員生活協同組合 

新潟市中央区新光町４番地１ 

新潟県職員生活協同組合 
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理事長 大田 正信 

新潟市中央区八千代２丁目１番２号 

万代シテイビルボードプレイス 

新潟市中央区万代１丁目６番１号 

新潟交通株式会社 

代表取締役 星野 佳人 

新潟市中央区寄居町915番地 

ナガイ画材 

新潟市中央区寄居町915番地 

有限会社ナガイ画材 

代表取締役 永井 辰典 

新潟市西区五十嵐二の町8050 

新潟大学生活協同組合購買部 

新潟市西区五十嵐二の町8050 

新潟大学生活協同組合 

専務理事 高橋 伸嘉 

新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル２階 

情報工房DOC朱鷺メッセ店 

新潟市中央区和合町２丁目４番18号 

株式会社ＤＩＰalette  

代表取締役 遠山 亮 

新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル２階 

エブリーワン 

新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル２階 

株式会社ワイエムビー  

代表取締役 志水 謙一 

新潟市中央区東中通１番町86－51 

新潟東中通ビル５階 

公益財団法人新潟市勤労者福祉サービスセンター 

新潟市中央区東中通１番町86－51 

新潟東中通ビル５階 

公益財団法人新潟市勤労者福祉サービスセンター 

理事長 鈴木 浩行 

新潟市中央区八千代２丁目１番１号 

シネ・ウインド 

新潟市中央区八千代２丁目１番１号 

有限会社新潟市民映画館 

代表取締役 齋籐 正行 

新潟市秋葉区蒲ヶ沢109番地１ 

新潟市新津美術館 

新潟市中央区紫竹山２丁目５番40号 

株式会社ＮＫＳコーポレーション新潟支店  

支店長 中野 幸広  

新潟市中央区万代３丁目１番１号  

メディアシップ１階 

インフォメーションセンター えん  

新潟市中央区万代３丁目１番１号 

株式会社新潟日報社 

代表取締役 佐藤 明 

新発田市中央町４丁目10番10号 

新発田商工会議所３階  

公益財団法人新発田市勤労者福祉サービスセンター 

 

新発田市中央町４丁目10番10号 

新発田商工会議所３階  

公益財団法人新発田市勤労者福祉サービスセンター 

代表理事 廣岡 信行 

長岡市今朝白１丁目10番12号 

公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター 

 

長岡市今朝白１丁目10番12号 

公益財団法人長岡市勤労者福祉サービスセンター 

理事長 高橋 譲 

十日町市本町六の１丁目71番地26 

一般財団法人十日町地域地場産業振興センター 

十日町市本町六の１丁目71番地26 

一般財団法人十日町地域地場産業振興センター 

理事長 関口 芳史 

アソビュー株式会社のウェブサイト 東京都品川区大崎１丁目11－２ 

ゲートシティ大崎イーストタワー８階 

アソビュー株式会社 

代表取締役 山野 智久 

４ 委託期間 

令和７年４月１日から令和７年５月20日まで 

 

◎新潟県告示第244号 

農産物検査法（昭和26年法律第144号）第17条第７項の規定により、地域登録検査機関の登録事項の変更の届出

があり、登録台帳への記載事項を次のとおりとした。 
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令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

登録番号

代表者氏名 　代表理事会長    伊 藤　 能 徳

登録の区分 　品位等検査

農産物の種類 　国内産もみ、国内産玄米、国内産大麦、国内産小麦、国内産大豆、国内産そば

土田　庸雄 K1520008

錦織　義紀 K1526005

諸橋　慎一 K1527011

佐藤　大介 K1528034

林　正樹 K1530010

石津　達也 K1530023

内山 大地 K152021030

藤井 真衣 K152022012

八木 健太 K152022035

奥澤 卓実 K152022037

吉原　豪 もみ、玄米 K152021056

加藤 奉亨 もみ、玄米 K152024006

熊木 将利 もみ、玄米 K152024007

小河 さな子 もみ、玄米 K152024008

杉田 和也 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K152024009

須貝　仁 もみ、玄米、大豆 K152024010

堀内 雄太 もみ、玄米、大豆 K152024011

松井 要介 もみ、玄米、大豆 K152024012

星野 達彦 もみ、玄米、大豆 K152024013

大矢　真 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆 K152024014

石塚 航輔 もみ、玄米 K152024015

田巻 晃人 もみ、玄米 K152024016

渡辺 昇平 もみ、玄米 K152024017

唐橋 佑来 もみ、玄米、大豆 K152024018

遠藤 立樹 もみ、玄米、大豆 K152024019

神保 聖人 もみ、玄米、大麦、大豆 K152024020

曽根 央雅 もみ、玄米、大麦、大豆 K152024021

星野 麻希子 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K152024022

風間 佑美 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K152024023

片桐 優次 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K152024024

木本 陽子 もみ、玄米、大麦、大豆、そば K152024025

安達 一登 もみ、玄米 K152024026

山崎　渉 もみ、玄米 K152024027

村山 幸史 もみ、玄米、大豆、そば K152024028

長田 大軌 もみ、玄米 K152024029

上村 亮太 もみ、玄米 K152024030

竹内 勝昭 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K152024031

布施 和徳 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K152024032

清水 真尋 もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば K152024033

鈴木 和之 もみ、玄米、大豆 K152024034

関東 渉太 もみ、玄米 K152024035

もみ、玄米、大麦、大豆

もみ、玄米、大麦、小麦

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

新潟県

備　　　考 　　略称 『新潟県検査協会』　令和７年３月11日 農産物検査員31名の新規登録。10名の検査を行う農産物の種類の追加。検査員合計776名。

もみ、玄米、大麦、小麦、大豆、そば

農産物検査
を行う区域

農 産 物 検 査 員 成 分 検 査 業 務 受 委 託 先

氏　　　名 農産物の種類 証明書番号
受委託の
区 分

登 録 検 査 機
関 の 名 称

代 表 者
氏 名

主た る事 務所
の

所 在 地

15004 登録年月日 平成14年８月20日

登録検査機関の名称 　一般社団法人新潟県農産物検査協会

主たる事務
所の所在地

　新潟県新潟市西区山田2310番地15

 

 

◎新潟県告示第245号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定により、佐渡市の一部を受益地域とする県営達者地区

農業用用排水施設整備（かんがい排水「集積型」）事業計画の変更をしたので、関係書類を次のとおり縦覧に供す
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る。 

令和７年３月11日 

新潟県佐渡地域振興局長 

１ 縦覧に供する書類の名称 

 県営土地改良事業変更計画書の写し 

２ 縦覧に供する期間 

 令和７年３月12日から令和７年４月９日まで 

３ 縦覧に供する場所 

 新潟県佐渡地域振興局農林水産振興部ウェブサイト 

４ その他 

(1) 審査請求について 

  この土地改良事業計画の変更について不服がある場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内

（以下「不服申立期間」という｡)に、知事に対して審査請求をすることができる。 

  なお、正当な理由があるときは、不服申立期間を経過した後であっても審査請求をすることが認められる

場合がある。 

(2) 土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えについて 

ア この土地改良事業計画の変更については、上記(1)の審査請求のほか、この土地改良事業計画の変更を知

った日（告示日）の翌日から起算して６か月以内に、新潟県を被告として（訴訟において新潟県を代表す

る者は知事となる｡)､土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えを提起することができる。  

イ また、上記(1)の審査請求をした場合には、土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。 

ウ ただし、上記イの期間が経過する前に、その審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して１年

を経過した場合は、土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴えを提起することができなくなる。 

 なお、正当な理由があるときは、上記ア（審査請求をした場合にはイ）の期間や審査請求に対する裁決

があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても土地改良事業計画の変更に対する取消しの訴

えを提起することが認められる場合がある。 

 

◎新潟県告示第246号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、新潟市長から次のと

おり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 作業種類 公共測量（水準測量図作成） 

２ 作業期間 令和６年８月19日から令和７年２月21日まで 

３ 作業地域 新潟県新潟市全域 

       新潟市担当測量１級路線54㎞ ２級路線46㎞  

 

◎新潟県告示第247号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部用地

・行政課において縦覧に供する。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 石黒松代線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

十日町市松代字萱場2404番１から 

 

同市松代字宮沢入3126番１まで 

 

新 

 

 

11.4～41.4メートル 

 

517.0メートル 
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旧 

 

 

11.4～41.4メートル 

 

540.6メートル 

 

◎新潟県告示第248号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部用地

・行政課において縦覧に供する。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 路 線 名  県道   石黒松代線 

２ 供用開始の区間 

  十日町市松代字萱場2404番１から同市松代字宮沢入3126番１まで 

３ 供用開始の期日  令和７年３月11日 

 

◎新潟県告示第249号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規

定により指定した土砂災害警戒区域（平成24年10月12日新潟県告示第1233号）を次のとおり解除する。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 上越地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな 

る自然現象の種類 

谷入川地区 上越市大字中桑取 次の図のとおり 土石流 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置い

て縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第250号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規

定により指定した土砂災害警戒区域（平成26年２月25日新潟県告示第219号）を次のとおり解除する。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 上越地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな 

る自然現象の種類 

下小野中沢地区 上越市柿崎区下小野 次の図のとおり 土石流 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置い

て縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第251号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の規

定により、次の土砂災害特別警戒区域（平成24年10月12日新潟県告示第1234号）の指定を解除する。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 上越地域振興局管内 



第19号 新  潟  県  報 令和７年３月11日(火) 

11 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自

然現象により建築物に

作用すると想定される

衝撃に関する事項 

土砂災害の発生原因とな 

る自然現象の種類 

谷入川地区 上越市大字中桑取 次の図のとおり 土石流 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置い

て縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第252号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の規

定により、次の土砂災害特別警戒区域（平成26年２月25日新潟県告示第220号）の指定を解除する。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 上越地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 

区域の表示及び当該自

然現象により建築物に

作用すると想定される

衝撃に関する事項 

土砂災害の発生原因とな 

る自然現象の種類 

下小野中沢地区 上越市柿崎区下小野 次の図のとおり 土石流 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置い

て縦覧に供する｡) 

 

◎新潟県告示第253号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規

定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。 

令和７年３月11日 

新潟県知事  花 角  英 世 

１ 上越地域振興局管内 

区域の名称 区域の所在地 区域の表示 
土砂災害の発生原因とな

る自然現象の種類 

谷入川地区 上越市大字中桑取 次の図のとおり 土石流 

下小野中沢地区 上越市柿崎区下小野 次の図のとおり 土石流 

（「次の図」は省略し、その図面を新潟県土木部砂防課及び新潟県上越地域振興局妙高砂防事務所に備え置い

て縦覧に供する｡) 

 

病院局公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、寝具類賃貸借について、次のとおり一般競争

入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県立松代病院長 鈴木 和夫 

１ 入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 
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  令和７年度 寝具類賃貸借  一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月31日まで 

(4) 履行場所 

  新潟県立松代病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県内に本社（本店）又は営業所等（支店、支社又は出張所等の名称は問わない｡)が所在する者である

こと。 

(6) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

(7) 病院での当該業務を、令和４年４月１日以降、12か月以上継続して行った実績を有することを証明した者

であること。 

(8) クリーニング所の業務に従事する全てのクリーニング師が、クリーニング業法に基づくクリーニング師研

修を受講済みであること。 

(9) 一般財団法人医療関連サービス振興会が認定する寝具類洗濯業務の医療関連サービスマークの認定を受け

ていること。 

(10) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 942－1526 

  新潟県十日町市松代3592番地２ 

  新潟県立松代病院経営課 

  電話番号 025－597－2100  

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 参加資格確認書類の提出期限 

  令和７年３月19日（水）午後５時 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和７年３月25日（火）午前10時 

 新潟県立松代病院 ３階 会議室 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の金額を納付す 

ること。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第 

196条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に 

該当する場合は、免除する。 
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(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、洗濯業務委託について、次のとおり一般競争

入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県立松代病院長 鈴木 和夫 

１ 入札に付する事項 

(1) 件名及び数量 

  令和７年度 洗濯業務委託  一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月31日まで 

(4) 履行場所 

  新潟県立松代病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県内に本社（本店）又は営業所等（支店、支社又は出張所等の名称は問わない｡)が所在する者である

こと。 

(6) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を 

 有する者でないこと。 

(7) 病院での当該業務を、令和４年４月１日以降、12か月以上継続して行った実績を有することを証明した者

であること。 

(8) クリーニング所の業務に従事する全てのクリーニング師が、クリーニング業法に基づくクリーニング師研
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修を受講済みであること。 

(9) 一般財団法人医療関連サービス振興会が認定する寝具類洗濯業務の医療関連サービスマークの認定を受け

ていること。 

(10) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 942－1526 

  新潟県十日町市松代3592番地２ 

  新潟県立松代病院経営課 

  電話番号 025－597－2100  

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 参加資格確認書類の提出期限 

  令和７年３月19日（水）午後５時 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和７年３月25日（火）午前10時30分 

 新潟県立松代病院 ３階 会議室 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の金額を納付す 

ること。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第 

196条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に 

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、Ａ重油の購入について、次のとおり一般競争

入札を行う。 
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令和７年３月11日 

新潟県立柿崎病院長 太田 求磨 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  Ａ重油１種１号 単価契約 年間約80,000リットル 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書及びＡ重油納入仕様書による。 

(3) 納入期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月31日 

(4) 納入場所 

  新潟県立柿崎病院（地下貯蔵タンク） 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品等入札参加資格者名簿の営業種目「燃料・油脂類」に登載されている者であること。 

(4) 新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を

有する者でないこと。 

(5) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 949－3216 

  新潟県上越市柿崎区柿崎6412番地１ 

  新潟県立柿崎病院経営課 

  電話番号 025－536－3131 内線116 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  令和７年３月19日（水）午後５時00分 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和７年３月25日（火）午前11時30分 

 新潟県立柿崎病院 リハビリ室３ 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県 

 病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立柿崎病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書を 

作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 
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(6) 契約書作成の要否 

 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

  また、令和７年度新潟県病院事業会計予算が議決されなかった等の場合、本件調達の手続きについて停止

の措置を行うことがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと 

きは、契約を締結しない場合がある｡)なお、新潟県物品等入札参加資格者で、資格審査申請時等に誓約書 

（物品等入札参加資格審査申請書第１号様式別紙８）を提出している者は提出不要とする。 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、令和７年度県立柿崎病院ボイラ業務等委託に

ついて、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県立柿崎病院長 太田 求磨 

１ 入札に付する事項 

(1) 件名 

  令和７年度 県立柿崎病院ボイラ業務等委託 一式 

(2) 仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 契約期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月31日まで 

(4) 履行場所 

  新潟県上越市柿崎区柿崎6412番地１ 

新潟県立柿崎病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県内に本社（本店）又は営業所等（支店、支社及び営業所等名称は問わない｡)が所在する者であるこ

と。 

(6) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(7) 50床以上の病床数を有する病院の当該業務を、令和３年４月１日以降、12か月以上継続して行った実績を

有することを証明した者であること。 

(8) 本業務の設備保全業務に配置する業務員は次の資格を有すること。 

 ア 二級ボイラ（以上）技士資格者又は、第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者。 

 イ 乙種４類危険物取扱者免状を有し、電気設備の知識を有する者。 

(9) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認書を提出し、入札参加を認められた者であるこ
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と。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 949－3216 

  新潟県上越市柿崎区柿崎6412番地１ 

  新潟県立柿崎病院経営課 

  電話番号 025－536－3131 内線116 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

 (1) 入札希望者は令和７年３月19日（水）午後５時までに、入札説明書に定める一般競争入札提出書類等を持

参又は郵送しなければならない。 

(2) 入札参加資格確認書類の提出場所は３(1)とする。  

(3) 入札参加資格確認書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

 令和７年３月25日（火）午前10時50分 

 新潟県立柿崎病院 リハビリ室３ 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額の100分の５に相当する金額以上の額を納 

付すること。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡) 

第196条第３項第１号に該当する場合は、免除する。 

 (3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

また、令和７年度新潟県病院事業会計予算が議決されなかった等の場合、本件調達の手続きについて停止

の措置を行うことがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。(提出がないと 

きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、令和７年度県立柿崎病院病棟リネン交換業務
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について、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県立柿崎病院長 太田 求磨 

１ 入札に付する事項 

(1) 件名 

  令和７年度 県立柿崎病院 病棟リネン交換業務 一式 

(2) 仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 契約期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月31日まで 

(4) 履行場所 

  新潟県上越市柿崎区柿崎6412－１ 

新潟県立柿崎病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県内に本社（本店）又は営業所等（支店、支社及び営業所等名称は問わない｡)が所在する者であるこ

と。 

(6) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(7) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認書を提出し、入札参加を認められた者であるこ

と。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 949－3216 

  新潟県上越市柿崎区柿崎6412番地１ 

  新潟県立柿崎病院経営課 

  電話番号 025－536－3131 内線116 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

 (1) 入札希望者は令和７年３月19日（水）午後５時までに、入札説明書に定める一般競争入札提出書類等を持

参又は郵送しなければならない。 

(2) 入札参加資格確認書類の提出場所は３(1)とする。  

(3) 入札参加資格確認書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

 令和７年３月25日（火）午前10時30分 

 新潟県立柿崎病院 リハビリ室３ 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額の100分の５に相当する金額以上の額を納 

付すること。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡) 
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第196条第３項第１号に該当する場合は、免除する。 

 (3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

また、令和７年度新潟県病院事業会計予算が議決されなかった等の場合、本件調達の手続きについて停止

の措置を行うことがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。(提出がないと 

きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、令和７年度県立柿崎病院一般廃棄物処理業務

について、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県立柿崎病院長 太田 求磨 

１ 入札に付する事項 

(1) 件名 

  令和７年度 県立柿崎病院一般廃棄物処理業務 一式 

(2) 仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 契約期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月31日まで 

(4) 履行場所 

  新潟県上越市柿崎区柿崎6412－１ 

新潟県立柿崎病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 
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(5) 新潟県内に本社（本店）又は営業所等（支店、支社及び営業所等名称は問わない｡)が所在する者であるこ

と。 

(6) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(7) 過去に廃棄物処理法第14条の３に規定する許可の取消しの処分を受けていない者であること。 

(8) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という｡)及び関係法令等に基づき当該業務

を実施するために必要な許可を受けていること。 

(9) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認書を提出し、入札参加を認められた者であるこ

と。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 949－3216 

  新潟県上越市柿崎区柿崎6412番地１ 

  新潟県立柿崎病院経営課 

  電話番号 025－536－3131 内線116 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

 (1) 入札希望者は令和７年３月19日（水）午後５時までに、入札説明書に定める一般競争入札提出書類等を持

参又は郵送しなければならない。 

(2) 入札参加資格確認書類の提出場所は３(1)とする。  

(3) 入札参加資格確認書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

 令和７年３月25日（火）午前11時10分 

 新潟県立柿崎病院 リハビリ室３ 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

入札書に記載された金額に当該金額の100分の10を加算した金額の100分の５に相当する金額以上の額を納 

付すること。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡) 

第196条第３項第１号に該当する場合は、免除する。 

 (3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

また、令和７年度新潟県病院事業会計予算が議決されなかった等の場合、本件調達の手続きについて停止
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の措置を行うことがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。(提出がないと 

きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、県立柿崎病院産業廃棄物（感染性・非感染性）

処理業務委託について、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県立柿崎病院長 太田 求磨 

１ 入札に付する事項 

(1) 件名 

  県立柿崎病院産業廃棄物（感染性・非感染性）処理業務 一式 

(2) 仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 契約期間 

  令和７年４月１日から令和10年３月31日まで 

(4) 履行場所 

  新潟県上越市柿崎区柿崎6412－１ 

新潟県立柿崎病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県内に本社（本店）又は営業所等（支店、支社及び営業所等名称を問わない｡)が所在する者であるこ

と。 

(6) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と

社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(7) 50床以上の病床数を有する病院の産業廃棄物（感染性・非感染性）処理業務を令和３年１月１日以降、12

か月以上継続して行った実績を有することを証明した者であること。 

(8) 本調達に係る入札説明書の交付を受け、入札参加資格確認書を提出し、入札参加を認められた者であるこ

と。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 949－3216 

  新潟県上越市柿崎区柿崎6412番地１ 

  新潟県立柿崎病院経営課 

  電話番号 025－536－3131 内線116 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札参加資格確認書類の提出 

 (1) 入札希望者は令和７年３月19日（水）午後５時までに、入札説明書に定める一般競争入札提出書類等を持

参又は郵送しなければならない。 

(2) 入札参加資格確認書類の提出場所は３(1)とする。  
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(3) 入札参加資格確認書類の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

 令和７年３月25日（火）午前10時00分 

 新潟県立柿崎病院 リハビリ室３ 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

入札書に記載された金額を契約期間の月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額の100分の10を加算した

金額の100分の５に相当する金額以上の額を納付すること。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県

病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196条第３項第１号に該当する場合は、免除する。 

 (3) 契約保証金 

  当該契約金額を契約期間の月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額以上の

金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

 要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

また、令和７年度新潟県病院事業会計予算が議決されなかった等の場合、本件調達の手続きについて停止

の措置を行うことがある。 

契約期間中に新潟県立柿崎病院の予算の減額又は削減があった場合は、本契約を解除するものとする。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。(提出がないと 

きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県立柿崎病院における寝具類の賃貸借に

ついて、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県立柿崎病院長 太田 求磨 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

  新潟県立柿崎病院 寝具類の賃貸借契約 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期間 

  令和７年４月１日から令和10年３月31日 

(4) 納入場所 

  新潟県立柿崎病院 



第19号 新  潟  県  報 令和７年３月11日(火) 

23 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

(6) 令和３年１月１日以降、55床以上の病床数を有する病院において、当該業務を12か月以上継続して行った

実績があり、当該業務実績証明書を提出した者であること。 

(7) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条の規定に基づき暴力団、暴力団員又はこれら

の者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(8) 一般財団法人医療関連サービス振興会が認定する寝具類洗濯業務の医療関連サービスマークの認定を受け

ていること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 949－3216 

  新潟県上越市柿崎区柿崎6412番地１ 

  新潟県立柿崎病院経営課 

  電話番号 025－536－3131 内線112 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

(3) 応札仕様書の提出期限 

  令和７年３月19日（水）午後５時00分 

  郵送の場合は、令和７年３月19日（水）必着で簡易書留郵便を利用すること。 

４ 入札、開札の日時及び場所 

 令和７年３月25日（火）午前９時30分 

 新潟県立柿崎病院 リハビリ室３ 

５ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に、入札に参加しようとする者の見積もる契約金額を契約期間の月数（36か月）で除して得た額に

12を乗じて得た額の100分の５に相当する金額以上の額を納付すること。ただし、新潟県病院局財務規程（昭

和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196条第３項第１号又は第３号に該当する場合

は、免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額を契約期間の月数（36か月）で除して得た額に12を乗じて得た金額の100分の10に相当する額以上

の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、新潟県立柿崎病院の交付する入札説明書に基づき応札仕様書を 

作成し、前記３(3)により提出しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札はこれ 

 を無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

 要 
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(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

  また、令和７年度新潟県病院事業会計予算が議決されなかった等の場合、調達の手続きについて停止の措

置を行うことがある。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。(提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の中止について（公告） 

令和７年１月28日付けで公告した「新潟県県有財産の売却」のうち、物件番号２に係るものについて、入札公

告日時に誤りがあったため、入札を中止する。 

令和７年３月11日 

新潟県病院事業管理者 金井 健一 

問い合わせ先 

   新潟県立新発田病院 経営課 

    電話：0254－22－3121（代表） 

新潟県病院局経営企画課財務係 

   電話：025－280－5555（直通） 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県県有財産の売却について、次のとおり

一般競争入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県病院事業管理者 金井 健一 

１ 入札に付する物件（以下「物件」という｡)及び入札の日時等 

 売却物件一覧表のとおりとする。 

２ 入札参加資格 

地方自治法施行令第167条の４及び新潟県暴力団排除条例第２条に該当する者は入札に参加できない。 

３ 所有権移転等 

 (1) 譲渡代金の完納により所有権が移転した後、物件の引渡しを行う。 

(2) 所有権の移転登記は、売却物件の引渡し後、買取人の請求により県が行う。 

４ 契約に付す条件 

(1) 物件引渡しの日から５年間は、以下の用途に用いることを禁止する。 

  ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項、第５項、第 13 項に規定する営業 

  イ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団の事務所、又はその他 

      これに類するもの 

(2) 上記(1)の用に供されることを知りながら、売払物件の所有権を移転し、又は地上権、質権、使用貸借によ

る権利、賃借権、その他使用若しくは収益を目的とする権利を第三者に取得させることを禁止する。 

(3) 上記(1)の期間中、売払物件につき、所有権の移転又は地上権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その

他使用若しくは収益を目的とする権利を設定しようとするときは、それらに関する契約書に上記(1)の趣旨の

条件を付さなければならない。 

５ その他 

(1) 入札保証金 

  現金又は預金小切手をもって、入札金額の100分の５以上の金額 

(2) 契約保証金 

  現金又は預金小切手をもって、契約金額の100分の10以上の金額 
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(3) 落札者がなかった場合の取扱いについては、改めて県ホームページで周知する。 

(4) 入札、契約書、物件の詳細については､｢一般競争入札による県有財産（土地・建物）の売払い物件案内（入

札案内)｣(以下「物件案内」という｡)による。 

 ア 物件案内の配布期間 

 令和７年３月11日（火）から令和７年３月13日（木）まで（新潟県の休日を定める条例第１条に定める

日を除く日の午前９時から午後５時までの間｡) 

 イ 物件案内の配布場所 

   新潟県立新発田病院経営課、新潟県病院局経営企画課 

   ※ 新潟県ホームページ「入札・発注・売却」からダウンロードが可能 

(5) 問い合わせ先 

   新潟県立新発田病院 経営課  新潟県病院局経営企画課財務係 

    電話：0254－22－3121（代表）  電話：025－280－5555（直通） 

売却物件一覧表 

物件 

番号 
所在地 地目 

面積 

（㎡） 

最低売却 

価格（円） 

入札 
摘要 

会場 日時 

２ 
新発田市大手町

六丁目６番８ 
宅地 91.77 2,000,000 

新発田市本町

１丁目２番８ 

新潟県立新発

田病院 ５階 

大会議室 

令和７年

３月 14日

（金） 

午前 10時

00分から 

附 属 建

物あり 

旧 医 師

公舎） 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県立新発田病院医師事務補助者派遣業務

について、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県立新発田病院長 田中 典生 

１ 入札に付する事項 

(1) 業務の名称 

  新潟県立新発田病院医師事務補助者派遣業務 

(2) 業務の仕様及び数量等 

  入札説明書による。 

(3) 履行期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月31日 

(4) 履行場所 

  新潟県立新発田病院 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当 

 該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの 

 で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった 

 金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条の規定に基づき暴力団、暴力団員又はこれら

の者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に定める労働者派遣事業者の許

可を受けていること。 

(7) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

３ 入札説明書の交付場所等 
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(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

  郵便番号 957－8588 

  新潟県新発田市本町１丁目２番８号 

  新潟県立新発田病院経営課 

  電話番号 0254－22－3121 内線2527 

(2) 入札説明書の交付方法 

  本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札に係る誓約書の提出 

(1) 入札希望者は、令和７年３月19日午後３時00分までに入札説明書に定める誓約書を持参又は郵送しなけれ

ばならない。ただし、郵送の場合は、令和７年３月19日に必着させるとともに、書留郵便を利用すること。 

(2) 誓約書の提出場所は３(1)とする。 

(3) 誓約書の様式は入札説明書による。 

５ 入札、開札の日時及び場所 

 令和７年３月21日（金）午後２時00分 

 新潟県立リウマチセンター ２階 会議室 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

  入札時に、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程第５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(3) 契約保証金 

  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は、免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

  この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

  なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

  前記２に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(6) 契約書作成の要否  

  要 

(7) 落札者の決定方法 

  本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の 

 規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす 

 る。 

(8) 契約の停止等 

  当該調達に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。また、令和７年

度新潟県病院事業会計予算が議決されなかった等の場合、本件の手続きについて停止の措置を行うことがあ

る。 

(9) その他 

 ア 契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないと 

  きは、契約を締結しない場合がある｡) 

 イ 詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実地について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県立新発田病院医療ガス設備保守点検業

務委託について、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県立新発田病院長 田中 典生 
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１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

新潟県立新発田病院 医療ガス設備保守点検業務委託 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

入札説明書による。 

(3) 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月31日まで 

(4) 履行場所 

新潟県立新発田病院及び新潟県立新発田病院付属看護専門学校 

(5) 入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札金額とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条の規定に基づき暴力団、暴力団員又はこれら

の者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(6) 医療法（昭和23年法律第205号）第15条の２に基づき、同法施行規則第９条の13に規定する要件に適合し

た者であること。 

(7) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

郵便番号 957－8588 

新潟県新発田市本町１丁目２番８号 

新潟県立新発田病院経営課経営係 

電話番号 0254－22－3121 内線2519 

(2) 入札説明書の交付方法 

本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札、開札の日時及び場所 

令和７年３月25日（火）午前10時30分 

新潟県立新発田病院 ５階 大会議室 

５ 本件入札に係る参加申請書の提出 

(1) 入札希望者は令和７年３月21日午後５時00分までに、入札説明書に定める入札参加確認申請書を持参又は

郵送しなければならない。ただし、郵送の場合は、令和７年３月21日に必着させるとともに、簡易書留郵便

を利用すること。 

(2) 入札参加確認申請書の提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加確認申請書の様式は入札説明書による。 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

入札時に入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の金額を納付す

ること。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号に該当する場合は、免除する。 

(3) 契約保証金 

契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は免除する。 
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(4) 入札者に要求される事項 

この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

前記２に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

要 

(7) 落札者の決定方法 

本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条

の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

(8) 契約の停止等 

当該調達に関し、苦情申し立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) 暴力団の排除 

ア 誓約書の提出 

契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと

きは、契約を締結しない場合がある｡) 

イ 不当介入に対する通報報告 

契約の履行にあたり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者へ通報報告を行うこと。 

(10) その他 

詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県立新発田病院医療用水設備保守点検業

務委託について、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県立新発田病院長 田中 典生 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

新潟県立新発田病院 医療用水設備保守点検業務委託 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

入札説明書による。 

(3) 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月31日まで 

(4) 履行場所 

新潟県立新発田病院 

(5) 入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札金額とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条の規定に基づき暴力団、暴力団員又はこれら

の者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(6) 新潟県内に本社（本店）または営業所等が所在する者であること。 

(7) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 
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３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

郵便番号 957－8588 

新潟県新発田市本町１丁目２番８号 

新潟県立新発田病院経営課経営係 

電話番号 0254－22－3121 内線2519 

(2) 入札説明書の交付方法 

本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札、開札の日時及び場所 

令和７年３月25日（火）午前10時00分 

新潟県立新発田病院 ５階 大会議室 

５ 本件入札に係る参加申請書の提出 

(1) 入札希望者は令和７年３月21日午後５時00分までに、入札説明書に定める入札参加確認申請書を持参又は

郵送しなければならない。ただし、郵送の場合は、令和７年３月21日に必着させるとともに、簡易書留郵便

を利用すること。 

(2) 入札参加確認申請書の提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加確認申請書の様式は入札説明書による。 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

入札時に入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の金額を納付す

ること。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号に該当する場合は、免除する。 

(3) 契約保証金 

契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

前記２に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

要 

(7) 落札者の決定方法 

本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条

の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

(8) 契約の停止等 

当該調達に関し、苦情申し立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) 暴力団の排除 

ア 誓約書の提出 

契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出がないと

きは、契約を締結しない場合がある｡) 

イ 不当介入に対する通報報告 

契約の履行にあたり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者へ通報報告を行うこと。 

(10) その他 

詳細は入札説明書による。 

 

一般競争入札の実施について（公告） 
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地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県立新発田病院消防設備保守点検業務委

託について、次のとおり一般競争入札を行う。 

令和７年３月11日 

新潟県立新発田病院長 田中 典生 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

新潟県立新発田病院 消防設備保守点検業務委託 一式 

(2) 調達案件の仕様等 

入札説明書による。 

(3) 履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月31日まで 

(4) 履行場所 

新潟県立新発田病院 

(5) 入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札金額とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(4) 民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号）第６条の規定に基づき暴力団、暴力団員又はこれら

の者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

(6) 200床以上の病床数を有する病院において、当該業務を平成30年４月１日以降、12ヶ月以上継続して行った

実績を有することを証明した者であること。 

(7) 本業務において、点検可能な消防設備士、消防設備点検資格者、一級建築士、二級建築士又は防火設備検

査資格者を業務に配置できること。 

(8) 一般財団法人新潟県消防設備協会表示登録会員であること。 

(9) 新潟県内に本社（本店）または営業所等が所在する者であること。 

(10) 本調達に係る入札説明書の交付を受けていること。 

３ 入札説明書の交付場所等 

(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

郵便番号 957－8588 

新潟県新発田市本町１丁目２番８号 

新潟県立新発田病院経営課経営係 

電話番号 0254－22－3121 内線2519 

(2) 入札説明書の交付方法 

本公告の日から前記３(1)の交付場所で交付する。 

４ 入札、開札の日時及び場所 

令和７年３月27日（木）午前10時00分 

新潟県立新発田病院 ５階 大会議室 

５ 本件入札に係る参加申請書の提出 

(1) 入札希望者は令和７年３月25日午後５時00分までに、入札説明書に定める入札参加確認申請書を持参又は

郵送しなければならない。ただし、郵送の場合は、令和７年３月25日に必着させるとともに、簡易書留郵便

を利用すること。 

(2) 入札参加確認申請書の提出場所は３(1)とする。 

(3) 入札参加確認申請書の様式は入札説明書による。 

６ その他 

(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 
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日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

入札時に入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の５に相当する金額以上の金額を納付する

こと。ただし、新潟県病院局財務規程（昭和60年新潟県病院局管理規程５号。以下「規程」という｡)第196

条第３項第１号に該当する場合は、免除する。 

(3) 契約保証金 

契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、規程第186条第３項第１号又は第３号に

該当する場合は免除する。 

(4) 入札者に要求される事項 

この一般競争入札に参加を希望する者は、前記３で交付する入札説明書に基づき提出書類を作成し、提出

しなければならない。 

なお、提出された書類について、説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(5) 入札の無効 

前記２に示した入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(6) 契約書作成の要否 

  要 

(7) 落札者の決定方法 

本公告に示した一般競争入札の参加資格を有すると契約担当者が判断した入札者であって、規程第197条の

規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

る。 

(8) 契約の停止等 

当該調達に関し、苦情申し立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(9) 暴力団の排除 

ア 誓約書の提出 

契約の締結に際しては､｢暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない｡(提出がないとき

は、契約を締結しない場合がある｡) 

イ 不当介入に対する通報報告 

契約の履行にあたり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者へ通報報告を行うこと。 

(10) その他 

詳細は入札説明書による。 
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